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H I R O S H I M A 

第１１８２回例会 

 

日 時 ： 令和４年４月２８日 （ 木 ） １２：３０～１３：３０ 

場 所 ： リーガロイヤルホテル広島 ４階 クリスタルホール 

出席者 ： ４３名 

講 師 ： 木 下  栄 作  会員（広島県健康福祉局長） 

演 題 ： 広島県の新型コロナウイルス感染症対策について 

ｏ 中川会長のゴングで開会 

ｏ キワニス憲章朗読   田村（和）広報委員 

ｏ ４月誕生会員の紹介 

  板根 久保（誠） 

  ※板根会員には 70 歳の誕生日を迎えられましたので花束を贈呈します 

ｏ 事務局報告 

１．ウエルカムドリンクの変更について 

今回例会からウエルカムドリンクが梅酒からレモンリキュールに変わりました。

梅酒に比べるとアルコール度数が高いので水割りで提供しております。ご意見な

どございましたらお聞かせください。 

 

２．寄付の報告 

(1)広島県共同募金会ドナーチョイス型募金社会課題解決プロジェクトについて 

「NPO 法人食べて語ろう会」様と「一般社団法人エフピック広島ファミリ

ー相談室」様への寄付は２団体合計で￥137,000－でした。 

(2)キワニス日本財団ウクライナからの避難民支援金寄付について 

ウクライナ避難民支援金寄付は￥115,000-集まりました。 

２つの寄付にご協力ありがとうございました。 

 

３．次回例会（2021-2022年度クラブ年次総会）のご案内 

⚫ 日時：５月１２日（木）12：30～13：30 

⚫ 場所：リーガロイヤルホテル広島 ３階 宮島の間  

⚫ 議題：次期執行役員及び理事の選任 
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４．委員会 

役員会 12 階「フリージア」 13：40～14：20 

 

ｏ ４月誕生会員エピソード 

板根会員（板根富規法律事務所）…70 歳の誕生日のお祝いを頂きありがとうございま

す。 

早いもので、この会に入会させていただき、30 年となります。この 30 年間で

私が獲得した最高の判決が、貸金業規制法 43 条無効判決です。この判決により、

ほぼすべての小売り貸金業者が倒産しました。また、アメリカのシティーグルー

プは、日本から撤退しました。ある意味では、鎌倉時代以来続いてきた高利貸に

よる支配体制が崩壊されたと言っても過言ではないと思っています。 

 あと 5 年間だけ現役で頑張ろうと思っています。今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。本日はありがとうございました。 


